
奈良市監査委員告示第１７号 

 地方自治法第２４２条第９項の規定により必要な措置を講じた旨の通知があ

ったので、次のとおり公表します。 

平成２１年９月３日 

奈良市監査委員 吉 田   肇 

同       中和田   守 

同       北   良 晃 

同       山 中 益 敏 

 

 

奈 福長福第６６号 

平成２１年８月３１日 

 

奈良市監査委員 様 

 

奈良市長 仲 川 元 庸 

 

 

住民監査請求の監査結果に対する措置について（通知） 

 

 

 平成２１年７月３０日付け奈監第７５号で勧告のあったこのことについて、下記のと

おり措置しましたので、地方自治法第２４２条第９項の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 措置すべき内容 

  奈良市老春手帳優遇措置実施要綱による老春手帳優待乗車証の交付を受けた者の

運送に関しての契約書第２条第１項第２号における通用区間についての解釈が契約

先である奈良交通株式会社と異なっているため、通用区間の範囲を明確にするための

措置を講じること。 

 



２ 講じた措置 

  上記勧告を受け、市と奈良交通株式会社が平成２１年４月１日付で締結した、奈良

市老春手帳優遇措置実施要綱による老春手帳優待乗車証の交付を受けた者の運送に

関する契約書第２条第２号に規定する通用区間について、別紙のとおり平成２１年８

月２８日付けで覚書を締結しました。 

 



覚  書 

 

 奈良市（以下「甲」という。）と奈良交通株式会社（以下「乙」という。）が平成２１年

４月１日付で締結した、奈良市老春手帳優遇措置事業実施要綱による老春手帳優待乗車証

（以下「優待乗車証」という。）の交付を受けた者の運送に関する契約の第２条第２号に規

定する通用区間について、甲と乙は次のとおり覚書を締結する。 

 

第１条 優待乗車証の通用区間における路線ごとの最も遠方の停留所を別紙「老春手帳優

待乗車証市内エリア図」（以下「エリア図」という。）のとおり定める。 

第２条 エリア図に変更が生じる場合は、乙は、あらかじめ文書により甲の承認を得なけ

ればならない。 

第３条   この覚書は、本覚書締結日以後の運送に適用し、同日前の運送については、なお 

従前の例による。 

 

この覚書の締結を証するため本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その 1 通

を保有する。 

 

平成２１年８月２８日 

 

 

甲  奈良市二条大路南一丁目１番１号 

    奈 良 市 

     奈良市長    仲 川 元 庸 

 

乙  奈良市大宮町一丁目１番２５号 

    奈良交通株式会社 

     取締役社長   中 村 憲 兒 

 



 


